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午前９時59分開会

会議に付した案件

○概要説明

農政水産部、商工観光労働部

１．農畜水産物の輸出に係る本県の取組状況

について

○協議事項

１．提言について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（12人）

委 員 長 田 口 雄 二

副 委 員 長 中 野 一 則

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 蓬 原 正 三

委 員 中 野 廣 明

委 員 黒 木 正 一

委 員 日 髙 陽 一

委 員 満 行 潤 一

委 員 髙 橋 透

委 員 渡 辺 創

委 員 重 松 幸次郎

委 員 図 師 博 規

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

農政水産部次長
原 田 幸 二

（ 総 括 ）

農政水産部次長
宮 下 敦 典

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
成 原 淳 一

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 福 嶋 幸 徳

農 政 企 画 課 長 戎 井 靖 貴

農業連携推進課長 山 本 泰 嗣

ブ ラ ン ド ・
原 拓 実

流 通 対 策 室 長

農 産 園 芸 課 長 甲 斐 典 男

水 産 政 策 課 長 田 原 健

畜 産 振 興 課 長 坊 薗 正 恒

商工観光労働部

オールみやざき
酒 匂 重 久

営 業 課 長

事務局職員出席者

政策調査課主査 森 田 恵 介

政策調査課主幹 黒 木 誠

○田口委員長 それでは、ただいまから、海外

経済戦略対策特別委員会を開会いたします。

本日の委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付の日程案をごらんください。

本日は、農政水産部から、農畜水産物の輸出

に係る本県の取り組み状況について説明をいた

だきます。

その後、委員会としての提言について及び次

回委員会等について御協議いただきたいと存じ

ますが、そのように取り進めてよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、執行部入室のため暫時休憩いたします。
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午前10時０分休憩

午前10時１分再開

○田口委員長 委員会を再開いたします。

本日は、農政水産部及び商工観光労働部にお

いでいただきました。ありがとうございます。

執行部の皆さんの紹介につきましては、お手

元に配付の出席者配席表にかえさせていただき

たいと存じます。

それでは、執行部からの説明をお願いいたし

ます。

○郡司農政水産部長 おはようございます。農

政水産部でございます。どうぞよろしくお願い

します。

それでは、座って説明させていただきます。

お手元の特別委員会資料を１枚お開きくださ

い。

目次がございます。本日、農政水産部からは、

御指示のありました農畜水産物の輸出に係る本

県の取り組み状況について、輸出の実績や本年

度の取り組みを中心に説明をさせていただきま

す。

なお、詳細につきましては、ブランド・流通

対策室長から説明させていただきますので、よ

ろしくお願いします。

私のほうからは、以上でございます。

○原ブランド・流通対策室長 ブランド・流通

対策室でございます。

資料の１ページをお願いいたします。

農畜産物の輸出に係る本県の取り組み状況に

ついてであります。

県におきましては、香港を核とした東アジア

を主要なターゲットとしながら、みやざきグロ

ーバル戦略に基づきまして、ＥＵや北米などに

つきましても、輸出拡大の取り組みを進めてお

りまして、産地の育成や新たな取引づくりなど

に取り組んでいるところであります。

まず、１の輸出支援体制の整備状況につきま

しては、平成24年度に農林水産団体を初め、商

工団体などで構成しますみやざき「食と農」海

外輸出促進協議会を設立しまして、オール宮崎

の体制での輸出の取り組みを開始したところで

ございます。

また、平成25年度には、香港に事務所を開設

しまして、主要輸出先でございます香港の現地

情報の収集・提供を行いますとともに、県内産

地・企業の販路拡大の取り組みの支援を行って

おります。

さらには、海外在住の輸出の専門家をアドバ

イザー、コーディネーターとして委嘱しまして、

取引先とのマッチング等の支援体制を強化して

いるところでして、香港、台湾、シンガポール

に加えまして、本年度はＥＵ・アメリカにも付

設しまして、グローバルな展開を図っていると

ころでございます。

また、昨年度、ジェトロ宮崎が開設されたこ

とによりまして、ジェトロが持つ海外の50カ国

を超えますネットワークを活用しながら、セミ

ナーの開催や商談会への出展、バイヤーの招聘

などの取り組みを行っているところでございま

す。

このように、輸出支援体制を強化しましたこ

となどもございまして、農畜産物の輸出額は順

調に伸びてきているところでございます。

２の輸出実績及び目標でございます。

下の表の一番下の段の真ん中に太字でござい

ますが、昨年度の輸出実績は過去最高の25

億1,000万円となったところでございます。

品目別には、農産物が一番上の段ですけれど

も、２億6,000万円、畜産物が19億6,000万円、
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水産物が２億8,000万円となっておりまして、畜

産物が８割近くを占めております。

農産物ではカンショ、それから、畜産物では

牛肉、水産物につきましては、表には記載はあ

りませんけれども、養殖ブリがその多くを占め

ているところでございます。

２ページをお願いいたします。

国別には、一番上の段にありますように、東

アジアが13億3,000万円と半分以上を占めており

まして、香港、シンガポール、台湾が主な輸出

先となっておりまして、堅調な伸びを示してい

るところでございます。

また、東アジア以外では、アメリカが昨年度

に初めて香港を抜きまして、一番の輸出先になっ

ておりまして、８億4,000万円となっております。

ＥＵにつきましても、２億6,000万円と大幅な

伸びを示したところでございます。

このような伸びを示す中で、（３）にあります

ように、平成32年度には、昨年度の25億1,600万

円の約1.8倍となります44億円という目標を掲げ

まして、生産者の所得の安定・向上を目指しま

して、輸出拡大を図っていくこととしておりま

す。

次に、３の本年度の11月までの取り組み状況

についてでございます。

次のページにかけまして、国内と東アジアと

ＥＵ・北米の大きく３つに分けて記載しており

ますけれども、まず、（１）の国内における取り

組みとしましては、農林水産団体や法人などを

対象にジェトロ等と連携しましたセミナーを７

月に開催しまして、輸出に取り組む機運の醸成

を図ったところでございます。

また、国の地方創生加速化交付金を活用しま

して、ラベリングシステムやＨＡＣＣＰなど、

海外輸出に対応しました加工場を整備し、キャ

ビアの輸出に向けた環境を整備しておりまして、

左下の写真にありますように、新加工場は12月

中旬、12月12日の竣工予定となっております。

また、海外ニーズに対応しました商品づくり

としまして、右下の写真のように、東アジアに

向きました酸味の少ないキンカンの実証圃を設

置しますとともに、ＥＵ・北米で特にニーズの

ございます有機栽培に対応しました茶の研究会

の設置などを行っているところでございます。

３ページをお願いいたします。

（２）の東アジアにおける取り組みについて

であります。

まず、主要な輸出先であります①の香港です

が、本年度からの初の取り組みとしまして、九

州知事会と九州経済連合会とで構成します九州

地域戦略会議において検討を進めてまいりまし

た九州各県が連携した輸出の取り組みとしまし

て、九州・山口連携フェアを７月に量販店で開

催しまして、本県からもカンショやマンゴーな

どを出品しまして、大変好評を得たところでご

ざいます。

左の写真のように、連携フェア用に横断幕と

かはっぴも作成しまして、統一感を出している

ところでございます。

また、昨年度、本県と連携協定を締結しまし

た香港の商社の新華日本食品有限公司の直営レ

ストランにおきまして、フェアを開催しまして、

本県の食材を使用した日本食を広く消費者にア

ピールをしたところでございます。

さらには、中間層や富裕層をターゲットにし

まして、日系や現地のスーパーマーケットチェ

ーンにおきまして、カンショなどのフェアを開

催しますとともに、右の写真のように、食品見

本市への豚肉や茶の出展支援を、香港事務所を

中心に行ったところでございます。
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また、新たな輸出品目としまして、ユズのテ

スト輸出を行いまして、コストや鮮度の調査を

行いますとともに、見本市への出展で商談が成

立しました農業法人が、初めて豚肉の輸出を行

うに当たりましての支援を行ったところで、順

調に注文が継続して入っているとのことでござ

います。

次に、②のその他の地域についてであります

が、新たに輸出に取り組んだ農業法人の活動を

支援しまして、台湾向けの鶏卵の取引を開始し

たところでございまして、また、ＪＡ宮崎中央

が新たな輸出先国として取り組みを始めました

シンガポールへの輸出につきまして、現地の貿

易アドバイザーとの連携のもと、支援を行って

いるところであります。

さらには、新たな輸出国の開拓を目指しまし

て、左下の写真にありますように、ブルネイに

職員を派遣いたしまして、日本大使館の御支援

をいただきながら、ブルネイ政府でのハラール

対応に係る調査とか、現地の消費者、量販店に

おきまして、物流の状況やニーズの聞き取り調

査等を行ったところでございます。

次に、（３）のＥＵ・北米についてでございま

す。

まず、北米におきましては、右下の写真のよ

うに、９月にニューヨークで、また、10月には

ロサンゼルスで、現地商社と連携しまして、シェ

フ等を含みますレストラン関係者などに対しま

して、宮崎牛の試食販売を行いまして、高評価

を得たところでございます。

ＥＵにおきましては、本年度新たに設置しま

したＥＵの輸出促進コーディネーターと連携し

まして、グルテンフリーの需要が非常に高まっ

ている米、それからＪＡが輸出をもくろんでお

ります茶などのテスト輸出を行ったところでご

ざいます。

４ページをお願いいたします。

次に、４の今後の本年度の主な取り組みにつ

いて御説明いたします。

まず、（１）の輸出に挑戦する産地企業づくり

に向けた取り組みといたしまして、２月により

具体的・実務的なセミナーを開催することとし

ております。

また、②のとおり、食の安全分析センターと

連携しまして、残留農薬基準が大きく異なりま

す台湾向けの農産物の事前分析の取り組みを開

始することといたしております。

さらには、輸出の拠点となります畜産物の処

理加工施設、カンショの貯蔵施設などの整備に

つきまして、国の補正予算を活用しながら進め

ていくこととしておりまして、本議会におきま

して、県の補正予算をお願いしているところで

ございます。

次に、（２）の輸出拡大に向けたプロモーショ

ン等の取り組みとしまして、①のとおり、先ほ

ど御説明しましたけれども、九州・山口が連携

したフェアを１月から２月にかけまして、香港、

台湾、シンガポールで開催することといたして

おります。

また、②のとおり、国内外の商社等と連携し

まして、国内の花市場と連携しましたロサンゼ

ルスでのスイートピーのプロモーションを１月

に計画しておりまして、また、香港では、新華

日本食品がオープンを予定しております大規模

小売店におきまして、フェアを３月に計画をし

ているところでございます。

さらには、③のとおり、２月に在ブルネイ日

本国大使館が主催いたします日本文化のイベン

トにおきまして、本県産品の紹介をさせていた

だくよう調整をしているところでございます。
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次に、（３）の取引づくりの取り組みでござい

ます。

①のように、香港へ、これまでのスイートピ

ーに加えまして、新たにラナンキュラスの輸出

を計画いたしますとともに、宮崎キャビアの初

輸出を計画いたしております。

また、②のように、これまで行いましたテス

ト輸出とか見本市などにおきまして、取引の可

能性のあった先と、県内の産地や企業が行いま

す商談につきまして、香港事務所や海外のコー

ディネーターと連携しまして、支援を行い、実

取引に結びつけていきたいと考えているところ

でございます。

最後に、５ページをごらんいただきたいと思

います。

参考としまして、九州各県の取り組み状況な

どにつきまして、聞き取りをしましたので、御

報告いたしたいと思います。

まず、（１）の取り組み状況でございますが、

本県と同様ですけれども、九州各県とも商談会

とかフェアの開催、海外バイヤーの招聘などを

行いますとともに、商社を活用した取引を中心

にした輸出拡大の取り組みを行っているようで

ございます。

（２）の表をごらんいただきたいと思います。

輸出実績等についてでありますけれども、左

から２枠目の輸出に係る戦略につきましては、

佐賀、長崎と本県だけが戦略を立てているとい

うことでございます。

その次の海外事務所の設置状況につきまして

は、７県ありますけれども、そのうち香港につ

きましては５県、それから上海も５県、それ以

外では、福岡がバンコクとサンフランシスコ、

長崎がソウル、熊本が韓国とシンガポールに設

置しているということでございまして、輸出面

とか観光誘客面から、九州各県においては、香

港と上海に力を入れていることがうかがえると

ころでございます。

また、３枠目の平成27年度の輸出実績でござ

いますが、県別の国の統計がございますので、

まだ、佐賀、長崎につきましては、公表してい

る数字がないということで、実績のくくり方に

つきましても、加工品が入った県があったり、

林産物が含まれておったりということで、大変

申しわけございませんけれども、各県横並びの

表となっておりませんことを御了承いただきた

いと存じます。

主な輸出品目につきまして、記載のとおりで

ございますけれども、一番右の主な輸出先国等

としましては、香港、シンガポールが多く、そ

の他では、北米などが主な輸出先となっておる

ようでございます。

私からの説明は、以上でございます。

○田口委員長 ありがとうございました。

説明が終了いたしました。委員の皆さんより、

御意見、質疑がございましたら、御発言をお願

いいたします。

○渡辺委員 何点かお伺いしたいと思います。

まず、２ページの国別実績表のところで、東

アジアのその他の部分が、数量で648％に、前年

比となって大きくふえています。金額ベースは、

そこまでもないようではありますけれども、こ

れはどこか、香港、シンガポール、台湾以外の

ところで特定のところに、かさは多いけれども、

金額的にはそんなに膨らまないっていう特徴で、

何らかの特殊な要素がどこかの地域にあるのか、

そこの御説明をいただければと思うんですが。

○原ブランド・流通対策室長 その他の地域に

おきましては、特に農産物等で重量がかさむも

のが、金額的には余り伸びないということでご



- 6 -

平成28年12月９日（金曜日）

ざいまして、そういうふうなものが、実際にこ

ういうふうな数字としてあらわれているという

ことでございます。

○渡辺委員 どこですか。

○原ブランド・流通対策室長 例えば、タイと

かベトナム、韓国などが伸びている状況でござ

いまして、主なものにつきましては、タイにお

きましては、牛肉とか水産物、それから、ベト

ナムにつきましては、水産物などが入っておる

ようでございます。

○渡辺委員 引き続き、今度は５ページの、今、

直前に御説明がありました九州各県の輸出実績

のところですけれども、非公表の県の実態はわ

からないとしても、鹿児島県が特筆して多いと

いうのはうかがえるかと思うんですが、輸出先

の地域、品物は、かなり宮崎と似通った内容と

いうふうに思うんですけれども、100億近い違い

があると。これは、総じて宮崎県も出そうとし

ているものが、鹿児島県も同じように、圧倒的

に量が多いということなのか、それとも、例え

ば何らか、牛肉なのかわかりませんが、特化し

たもので圧倒的に強いものがあって、これだけ

の数字の開きになるのか、この辺はいかがでしょ

うか。

○原ブランド・流通対策室長 詳細についての

分類は出ていないんですけれども、主に鹿児島

におきましては、水産物が多くを占めていると

いうことで聞いておりまして、それに続いて牛

肉などが多いというふうには聞いておるところ

でございます。

○渡辺委員 その違いの範疇というのは、例え

ば、きょうの先ほどの説明でも、宮崎からの輸

出の金額でも、８割近くは牛肉が占めていると

いう状態ですけれども、牛肉の売れている量に

はもう相当な違いがあったりして、宮崎は牛肉

依存だけれども、鹿児島は圧倒的に、例えば、

今の説明だと水産物依存という状況なのか、そ

れとも、牛肉の量は同じぐらいなんだけれども、

水産物でもうとにかく圧倒的に差が開いている

という状況なのか、そこはどう理解したらいい

ですか。

○原ブランド・流通対策室長 水産物につきま

しては、かなりの量が出ておるというふうに聞

いておりますが、ただ、畜産物についても、か

なりの量が出ているということで。一番は、水

産物がかなりを占めておるというふうに聞いて

おるところでございます。

○渡辺委員 また２ページに戻りますけれども、

平成32年までに44億円の輸出額を目指すと。26

年と27年の額を比較すれば、このまま順調にこ

んなふうにして、抜群に伸びれば額は達成でき

るんだろうということだと思うんですが、今、

展開として、現状としては、金額ベースで見れ

ば牛肉が圧倒的に大きな柱であると。しかし、

産品、品物も、多角的にいろんなものの可能性

を模索して、勝負になるかもしれないものがほ

かに出てこないかなという取り組みを、全体的

にされているという状況だと思うんですが、44

億円に向かっていくという戦略の中では、もち

ろん全部を伸ばすんですということだとは思い

ますけれども、収益率の高い柱となる牛肉が圧

倒的にメーンで、これからも、32年までの計画

の中では走らせて、ほかは可能性をじわじわ広

げるというような考え方なのか、総じて上げるっ

ていうのか、その辺の強弱がある程度戦略とし

てついているものかどうかというのは、いかが

ですか。

○原ブランド・流通対策室長 今、委員のおっ

しゃいますように、これまでも牛肉が非常に大

きな割合を占めておるんですけれども、全体的
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に非常に需要はあるというふうには考えており

ます。

その中で、やはり柱となりますのは、畜産物

の中でも牛肉が柱にはなると思っているんです

けれども、農産物、水産物も堅調な伸びを現在

も示しているところでございまして、これらの

品目についても、あわせて伸ばしていきたいと

いうふうに考えているところでございます。

○満行委員 お茶についてお尋ねしたいんです

けれども、現状はどうなのか、まず具体的に聞

きたいんですけれども、お茶というのは輸出し

やすい品目で、もっと伸びてもいいのかなと思っ

ているんですけれども、現状をお知らせいただ

きたいと思います。

○甲斐農産園芸課長 今、平成27年度は、お茶

は、海外に17.85トン輸出されております。お金

にしますと、大体3,791万円程度なんですけれど

も、その内訳といたしましては、アメリカが13.6

トン、ＥＵが４トンという内訳になっておりま

す。

○満行委員 それは、この表でわかるんですけ

れども、ＥＵ、アメリカ、あと、我々が目指す

であろう東アジア、東南アジアっていう部分は、

全然実績がないということは、食味というか、

お茶というところ、アジアにはもう地元のそれ

ぞれのお茶があるのでっていうことなのか、そ

のあたりはどうなんでしょうか。

○甲斐農産園芸課長 委員がおっしゃいますよ

うに、香港のティー・フェアとかにも参加しま

して、香港への売り込みもかけてみたわけなん

ですけれども、やはり地元のお茶、かなり安い

中国産のお茶があるということもありまして、

なかなか入っていけないのが現状であります。

それに比べまして、アメリカは健康志向ブー

ムがあって、そういった日本茶カフェとかもで

きているという話。それと、ＥＵにおきまして

は、オーガニック、有機のお茶が好まれるとい

うこともあって、そういったお茶を求めている

ということもあって、今のところ、ターゲット

はアメリカとＥＵが中心になっております。

○満行委員 有機は東南アジア、香港でも、中

国でも相当注目はされている。メイド・イン・

ジャパンというのは、そういう安心・安全性と

いうブランドなんだろうと思うんですけれども、

ＥＵ、アメリカなんですけれども、東アジアが

厳しいということでしょうか。

○甲斐農産園芸課長 香港等で有機のことも調

べたわけなんですけれども、まだアジア圏では

有機茶、要するに高いお茶というのが、なかな

かまだ売れていかない状況で、それに比べてＥ

Ｕあたりは、高くても有機茶を求めるという傾

向が強いということで、ＥＵ等がターゲットに

なっております。

○満行委員 済みません、次に、国別実績でい

くと、香港よりアメリカがまさっているわけで

すよね。私の東アジア戦略からすると、こんな

にアメリカが伸びている。もちろん、牛肉とい

う部分が多いのかもしれませんけれども、ほか

に、これは牛肉、スイートピーってなっている

んですけれども、比率がわかったら教えていた

だきたいと思いますし、それ以外の３位以下は

どういうものなのか、お願いします。

○原ブランド・流通対策室長 アメリカにおき

ましては、畜産物が８億円ほどを占めておりま

して、それから、それに続きまして、お茶が2,500

万円程度、それから、花卉が1,800万円程度で、

これが、もうほぼほとんどという形になってい

ます。

○満行委員 アメリカもＥＵも、金額ベースは

相当大きいですよね。これは、おっしゃるよう
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に、アメリカ、ＥＵ対策もなくてはならないと

いうことかなと思っていますので、ぜひ、お願

いを申し上げたいと思います。

○黒木委員 ４ページの食の安全分析センター

と連携した残留農薬事前分析の取り組みを開始

というのは、これは、ことしの12月から開始と

いうことでしょうか。

○山本農業連携推進課長 今般の議会に補正予

算をお願いしておりますけれども、この予算成

立後、スタートするということで、計画をして

おります。

○黒木委員 食の安全分析センターというのは、

世界一の性能ということで、これを輸出の促進

に生かすということは、非常に大きなことでは

ないかなと思うんですけれども、具体的にどの

ような表示をするとか、わかってもらうための

取り組みは、どのように今後進めていくのかを

お伺いしたいと思います。

○山本農業連携推進課長 特に台湾が問題なん

ですけれども、産業として農業に取り組んでい

る国においては、残留農薬のチェックがござい

ます。残留農薬が、各国ごとに基準が違うって

いう現実がございまして、日本では使わない農

薬についても、台湾とベトナム等では基準があ

るということになりまして、そこのクリアがな

かなか難しいというところがあります。

といいますのが、日本で使っていなければ出

ないはずなんですけれども、日本で使っていて

台湾でも基準があるというものもありまして、

台湾では使うはずがない農薬についても基準が

ございます。というところが非常に問題で、そ

れが出てしまうと産地廃棄と、現地で廃棄する

ということになりますので、まず、輸出前に

チェックするというサービスを開始しようとい

うふうに考えてます。

○黒木委員 それからもう一点、香港に行った

ときでしたが、梱包、パッケージを強くしてく

れという意見があったんですけれども、これま

で輸出に取り組んできた中で、そういう声が実

際にあるものかどうか、それの取り組みについ

て、何か対策をしているものかどうか、お伺い

したいと思います。

○原ブランド・流通対策室長 現地で段ボール

が潰れておるという話につきましては、我々も

把握はしておりまして、出荷しておる各ＪＡ等

についても伝達しているところなんですけれど

も、ただ、コストがかなりかかることから、な

かなか改良までいっていないという現状がござ

いますが、今後とも、そこら辺の現状を伝えな

がら、指導は行っていきたいというふうに考え

ております。

○黒木委員 これも、話では大変大きな要素だ

ということを聞いていますので、ぜひ、取り組

んでいただきたいと思います。

○蓬原委員 ５ページですが、九州各県ですけ

れども、沖縄は風土がちょっと宮崎と違うけれ

ども、沖縄の状況。結局、玄関口としては向こ

うが近いわけですよね。そういう地の利の差が

あるのかなという気もしたんですけれども、沖

縄は、これは、聞き取り調査はされなかったん

ですか。

○原ブランド・流通対策室長 済みません、沖

縄につきましては、ちょっと状況を現在把握し

ておりませんで、申しわけございません。

○蓬原委員 追加でいいですけれども、できた

ら沖縄、ましてや今は空港がハブ空港になると

か、いろいろそういう違いがありますので、

ちょっと比較してみたいもんだなと思いますけ

れども、後日で結構ですから、示していただく

とありがたいです。
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○田口委員長 後で沖縄は調査できますか。

○原ブランド・流通対策室長 沖縄県に現状を

確認した上で、御報告させていただきたいと思

います。

○田口委員長 よろしくお願いいたします。

○渡辺委員 今の沖縄の関係で、先月、クロネ

コヤマトのサザンゲートに行ったんですが、宮

崎県も、ヤマト運輸と各地への輸出の協定を結

んでいますよね。あれは、協定を結んで何をし

ているのか。また、その協定によって、何か開

けた販路みたいなのがあるのかどうかというこ

とだけ、途中でちょっと申しわけなかったです

けれども、教えていただければと思います。

○酒匂オールみやざき営業課長 先ほど委員か

ら出されましたヤマト運輸との協定でございま

すけれども、ヤマト運輸と、あとＡＮＡ Ｃａ

ｒｇｏと宮崎県の※３者で、去年、協定を結んだ

ところでございます。

協定の中身といたしましては、先ほど出てお

りました沖縄が、国の施策として、一つのハブ

港として、輸出に当たって沖縄をハブにして、

そこで荷物を集めてアジア各国にまた再配、運

ぶというようなシステムを立ち上げております。

委員が見にいかれた施設が、その施設の一つ

の拠点になるわけですけれども、今、宮崎県と

いたしましては、沖縄県も積極的に取り組みを

進めておりまして、荷物を沖縄に集めるという

取り組みの中で、商談会を開催いたしまして、

沖縄経由で物を運ぶというような形の商品流通

ができないかという商談会等で、県内企業等に

お声がけをして、実際にビジネスに結びつける

というようなことで、取り組んでおるところで

ございます。

○緒嶋委員 平成32年度に44億円の輸出目標と

いうことでありますが、もう現在が25億円であ

りますので、毎年、単純に考えれば５億円ぐら

いしか伸びないということで、これは、東アジ

ア戦略というふうに言えるかな。どうですか、

いいですか。これは、かたく見ておるというか。

そうすると、恐らく鹿児島なんかは、もう現に123

億円だから、これは、４年後ぐらいには、場合

によっては200億円くらいになる可能性もあるわ

けです、恐らく、頑張れば。だけれども、宮崎

県のはそれぐらいしか見込めない。

それと、ＴＰＰがどうなるかわからない。44

億円とは、ＴＰＰも想定した中での試算なのか、

そこ辺はどう見ておるわけですか。

○原ブランド・流通対策室長 本県におきます

輸出につきましては、平成21年度ぐらいには８

億円ぐらいあったんですけれども、一旦、口蹄

疫の影響で４億円ぐらいまで落ち込みまして、

その後、右肩上がりで順調に伸びてきておるよ

うな状況ではございますけれども、ただ、特に

中心に行ってきました香港におきましては、九

州各県とかも近いということもありまして、産

地間競争もなかなか厳しくなっておるというふ

うな状況で、今後、グローバル戦略に基づきま

して、ＥＵとか北米等につきましても、広げて

いきたいというふうな戦略を持っていこうとい

うふうなことでございますが、その中で、やは

り一足飛びに伸びない状況も、輸出業者との連

携とか、消費者へのアピールとかもしながら伸

ばしていく必要もあるということで。

今、この44億円という数字につきましては、

ＴＰＰ等も踏まえた上で、一応計画は、ちょっ

とかためにはつくらせていただいておるところ

でございますけれども、今後、一番、円高、円

安の関係も非常にありまして、国のほうの１兆

円の目標につきましては、ことしはちょっと円

※20ページに訂正発言あり
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高の影響で鈍化しているような状況もあるとい

う中で、何とか頑張って44億円を目指していき

たいということで、考えているところでござい

ます。

○緒嶋委員 これは、ほかのところはＴＰＰの

すごい影響はないと思うんだけれども、アメリ

カは、牛肉がＴＰＰの絡みで、関税なんかトラ

ンプさんがどういう対応で出てこられるかわか

らないので、そこ辺は不透明な点があるけれど

も、やはり牛肉の輸出を伸ばすというなら、ア

メリカに伸ばすのが一番、私は多いんじゃない

かなという気がするわけです。

そういう中で、将来の動向の中でもうちょっ

と、今度、都農工場もそういうものに対応した

ものになるということであれば、これをふやす

ということが、また宮崎の畜産の振興にも関係

するわけであるので、できるだけ、今、アメリ

カに８億円くらい牛肉を輸出しておるという、

これをいかに伸ばすかということで、目標を

今、44億円というのは、４年後、５年後の話で

もそれというのは、戦略としてはちょっと弱い

んじゃないかなという気がしますので、ぜひ努

力していただきたいというふうに思います。

それと、今、農産物とは言えんけれども、焼

酎とかなんかは、どの程度ですか。農産物では

こういうことだけれども、焼酎なんかは、どの

程度海外は伸びておるわけですか。これは、ど

うですか。そこ辺も含めて、農産物だけではな

く、海外戦略とすればこういうものが出ておる

というのがわかれば、教えてください。

○酒匂オールみやざき営業課長 焼酎の輸出の

状況でございますが、これは、日本酒造組合中

央会の調べの数字でございまして、輸出数量と

してのデータでございますが、本県の酒造組合

に加盟している企業の輸出数量が、平成27酒造

年度で、891キロリットルとなっております。そ

の前年の26年度が632キロリットル、その前の25

年度が426キロリットルで、ここ数年では着実に

伸びてきている状況でございます。

○緒嶋委員 それは、金額的なものはわからん

わけですか。

○酒匂オールみやざき営業課長 私どもが、貿

易実態調査というのを毎年実施しておるんです

けれども、その中で、一番直近の数字が平成26

年１月から12月の１年間のものでございまして、

その中で、飲料・アルコールという科目で調査

をしているものが手元にございます。その中に

は、アルコール以外の飲料も含んでおるんです

が、金額ベースで３億1,900万円程度となってお

ります。その前年、平成25年が２億8,600万円と

いう数字でございます。

○緒嶋委員 いずれにしても、宮崎県の農業生

産額が3,300億円くらいですか。その中で、海外

戦略といいながらも、もうパーセントでいえば、

これは何％にもならんわけですよね。そこ辺は、

将来の目標としては、それをやらなければいか

んということはわかっておりますが、本当に戦

略ということを言うならば、もうちょっと、相

当知恵を出さんと、これは、言葉としては戦略

はいいんだけれども、実績が伴わないと戦略と

言う必要もないんではないかという気もします

ので、もうちょっと具体的に目標が、目標を高

くしても、それは、実績が伴わなければ意味は

ないけれども、何かやはり。鹿児島なんかを見

ると、それだけ水産物が多いということである

けれども、宮崎県はやはり日本一の牛肉だとい

う、そういうブランド名も使いながら、今度、

都農の工場のこともありますし、強力にやるこ

とで、畜産県、農業県としての宮崎県の地位を

向上させることによって、宮崎県の農業所得が

平成28年12月９日（金曜日）
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ふえることで、豊かな農業ということにもつな

がるわけだから、もうちょっと海外戦略を本当

に本気で取り組んでほしいなという気がします。

要望しておきます。

○原ブランド・流通対策室長 頑張れというお

言葉だったんだと理解しておりますが、本年度

に策定しました長期計画におきましても、輸出

については重点取り組みにしていこうというこ

とで位置づけておりまして、その中で、プロジェ

クトチームをつくっていまして、その中で、品

目別それから国別に、どのような量で伸ばして

いくのかというふうなことを、今、検討を重ね

ておりまして、委員がおっしゃいましたような

具体的な戦略を持ってやっていけるように、今

後とも頑張っていきたいと思っております。

○緒嶋委員 特に日本は、宮崎県でもですが、

人口減少になるということは、農産品の食料と

しての量が減ってくるわけですよね。そうなれ

ば、海外戦略によって、輸出拡大をすることに

よって、向こうに対して、需要が多くなるとこ

ろ、特に東南アジアというのは、今からも人口

がふえるわけですから、インド、インドネシア、

ベトナム、全てです。そういうことに対する、

本当に東アジア戦略というのをどういうふうに

進めるかというのは、これは、大きな課題だと

思いますので、もちろんアメリカはアメリカで

やらなければいかんわけですけれども、そうい

うことで、戦略的にやってほしいということを

要望しておきます。

○髙橋委員 キンカンをちょっとお聞きします

けれども、私は、七、八年前にシンガポールに

行きました。その後に何カ所か、台湾だったり、

もちろん香港も、必ずキンカンは目にするんで

す。カンショも同じく。意外とキンカンは伸び

なかったんだなって、その他の中のどのくらい

なのかわかりませんけれども。キンカンってい

うのは、ほかのかんきつに比べて物すごい特徴

があるじゃないですか。皮ごと食える、むかな

くていい。だから、そういうのが割と好まれな

かったのかなって。ここにありますように、酸

味を好まないというのがあって、その対策をとっ

ていらっしゃるんでしょうけれども、意外に伸

びなかったというのは、やっぱり今私が申し上

げたことなんでしょうか。海外の方の食に合わ

なかったんでしょうか。

○甲斐農産園芸課長 キンカンは、先ほど委員

もおっしゃいましたように、いろんなところで

試食をやってみると、やはり酸味がある程度少

ないほうが好まれるというのもありました。

もう一つ、中国は春節というものがございま

して、１月下旬から２月上旬、年によって変わ

るわけなんですけれども、その時期のキンカン

が一番おめでたいものだということで、売れる

ということで、その時期に持っていかないとい

けないんですけれども、宮崎の場合、１月中旬

から出るんですけれども、まだ量が少なくて、

２月になってから本格的に出るということで。

２ページ目の３の（１）の３つ目のポツにあり

ます酸味の少ないキンカンの実証圃を設置とい

うのは、今回、日向地区に５カ所、高千穂地区

に１カ所、展示圃を設けさせていただきまして、

これは、完熟キンカンの通常の開花期が７月上

旬なんですけれども、それを１カ月早めて、６

月の上旬に開花させようという栽培体系の実証

圃を組んでおりまして、これによって栽培体系

をつくり、１月の中旬から安定的に出荷できる

体制をとりまして、キンカンの輸出をふやして

いきたいというふうに考えております。

○髙橋委員 「たまたま」でもだめだったんで

すよね。糖度は18度だったですわね。だから、
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相当甘いものが好まれるんだなということで、

本当にびっくりするんですけれども。いわゆる

宮崎以外のライバル県を教えていただくとあり

がたいです。

○甲斐農産園芸課長 キンカンのライバル県は、

鹿児島県でございまして、鹿児島県は、以前か

ら早出しをしておりまして、１月から出してい

るということもあって、輸出に関しましては早

くから出しております。我が県につきましては、

花が咲いて210日ということを条件に完熟キンカ

ンというものをつくっておりまして、甘いキン

カンというのを目指してきたということもあり

まして、今の栽培体系では２月になってから本

格的に出荷するという状況でございまして、現

在の展示圃でそこを早めて、１月の中旬から出

荷できて、鹿児島県にも対抗していこうという

考えでおります。

○髙橋委員 鹿児島県の需要はどのくらいかわ

かりませんけれども、これは、鹿児島県の先に

行かないといかんですよね。もう相当おくれて、

今、やろうとしているわけだから、鹿児島県よ

りも先に出せるものをつくり上げないと、勝負

にならんなというのがありました。

それと、もう一点聞かせてください。４ペー

ジの（３）の新たな輸出品目の開拓ということ

で、これは、単独ですか。例えばＪＡなんかも、

宮崎単独で輸出なんですか。

○原ブランド・流通対策室長 ４ページにござ

います新たな輸出品目の開拓につきましては、

各ＪＡ、県内の単独の取り組みということで、

本県の特産品の中で、特にこういうふうなもの

を出せるものはないのかということで、開拓し

ていこうというふうな取り組みでございます。

○髙橋委員 そうであると、物流コストが下がっ

て、所得は上がるなという感じがしました。わ

かりました。

○重松委員 もう一度、済みません、２ページ

の国内における取り組みの12月に竣工のキャビ

ア加工場は、場所はどこにできるんですか。

○田原水産政策課長 宮崎市の瓜生野でござい

ます。

○重松委員 その生産は、この工場をつくるこ

とによって、どのぐらいの出荷量というか、今

後の伸びを考えていらっしゃるんでしょうか。

○田原水産政策課長 伸びにつきましては、当

然、養殖業者の生産とリンクするものでござい

ます。

ただ、これは、生産能力としては、1.4トンの

生産能力ということで、相当な能力アップとい

うことでございます。

○重松委員 「輸出に対応した」という、この

「対応」というのは、食味、味、どういうこと

を考えていらっしゃるんでしょうか。

○田原水産政策課長 ＨＡＣＣＰの認証を取得

するということを前提にした施設ということで

ございます。

○重松委員 済みません、ＨＡＣＣＰのその詳

しい内容をもうちょっと。

○田原水産政策課長 ヨーロッパ、それと北米、

ここらあたりは、要は食品としての安全性、こ

れを非常に求めてございまして、そのためのい

ろんな基準を定めてございます。それは、一つ

は施設の衛生の面ということもございますし、

あとはその中で働く人間、それと、その管理を

していく、要は、その生産をしていく上でのい

ろんな手順とか、そういったことも含めた、そ

ういったような基準、これがＨＡＣＣＰという

ことでございます。

○重松委員 最後に、味ということにおいては、

ほかの海外ブランドでしたら、例えば、普通キャ
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ビアでしたら、セブルーガだとかオシェトラと

か、そういう分類がありますけれども、宮崎の

キャビアというのはどの辺のクラスで勝負しよ

うとされていらっしゃるんでしょうか。

○田原水産政策課長 今、委員がおっしゃいま

したように、以前は、ベルーガ、オシェトラ、

セブルーガ、この３つが大体そのランクという

ような扱いでございました。ベルーガというの

はオオチョウザメの卵、オシェトラというのは

ロシアチョウザメの卵、セブルーガというのは

ホシチョウザメの卵ということなんですけれど

も、なかなか資源が少なくなって、非常に取り

扱いが厳しくなる中で、大体卵の大きさで、も

うそれを代替するような取り扱いになってし

まっている部分がございます。

宮崎がつくっているシロチョウザメにつきま

しては、一応オシェトラ、中間層といいますか、

そこを当て込んでいるということでございます。

○重松委員 他県にはない宮崎の大事なブラン

ドですので、しっかり頑張っていただきたいと

思います。

○日髙委員 関連なんですけれども、30年間か

けられてつくってこられたこのキャビアなんで

すけれども、もう12月中旬に竣工ということで、

いよいよスタートということなんですけれども、

やっぱり出口が一番大切だと思うんですけれど

も、これから輸出先だったり、売り先だったりっ

ていうのは、しっかり決まっていらっしゃるん

でしょうか。

○田原水産政策課長 一応、まず、認証の話を

先ほど申し上げましたけれども、その認証を取

得するのにやや時間が必要だということがござ

います。だから、すぐにヨーロッパ、北米とい

うのはちょっと難しい状況にありまして、それ

で、香港、シンガポール、そのあたりを開拓し

ていきたいというふうに考えているように聞い

てございます。香港あたりでキャンペーンを、

１月から２月にかけて行っていくというような

ことで聞いてございます。

相手のいることなので、今のところこれくら

いの目標というのは、特に聞いてございません。

○日髙委員 やっぱり物ができて、売り先がな

いというのは困りますので、しっかりとそのあ

たりの対策を練っていただきたいと思います。

お願いします。

○中野委員 やっぱり私も、東アジアとか海外

マーケティング開発は、もう以前からずっとい

い戦略だと思っているんだけれども、なかなか

答えが出ないというのが現状ですよね。私もずっ

といろいろ考えると、県の職員が一生懸命にやっ

ているのはわかるけれども、県の職員っていう

のは３年とかでかわるわけです。すると、一か

らまた新しくつないだりとか。もし今後、これ

をやるんだったら、やっぱり部長が定年したら

もう、海外特別何とかといって、そういう人を

置かんとだめですよ。（笑声）

それで、我々も東アジアへ行ったときに見て

いるけれども、まずデパートには出ていないで

すよね。鹿児島やらは出ている。ちょっと聞く

けれども、今、ミヤチクが海外へ出しているじゃ

ないですか。あれは、１から10までミヤチクが

やっているのか、それとも、中に輸出業者、手

続業者が絡んでいるわけでしょうか。そこのル

ートを教えてください。

○坊薗畜産振興課長 牛肉の輸出ですけれども、

ミヤチクから輸出している分につきましては、

ミヤチクから直接手続をして出している分では

ございません。輸出する段階で、代理店という

か、輸出のいろんな手続をする業者さん、商社

ですけれども、そこの手続を経まして、相手国
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の、輸入側での輸入代理店というか、輸入の業

者がいまして、そこで受け取って、そして、い

ろんな販売店といいますか、レストランとかに

供給されているという流れになります。

○中野委員 牛肉にしても、宮崎はもう昔から

一本抜きみたいなことをやっておるわけです。

宮崎牛取り扱いが500店になったとか、そんな話

で、それはそれでいいんだけれども、それで果

たして、私は思うんだけれども、佐賀とか鹿児

島は、やっぱり広がりが違うんだよな。

この間、台湾へ行ったら、宮崎の赤江にある

小さい業者かな、裏を見ていたら、千切り大根、

赤江の業者の名前が出ていたわけです。私は、

やっぱり手軽に輸出で取り合ってくれる県内の

業者を先に育てるべきだと思うんです。私も、

今、ちょっといろいろな関係で、お茶を送った

んだけれども、もう福岡送りでいいわけです。

だから、もうちょっと業者を育成する。

例えば、ここに「輸出に挑戦する産地・企業

づくり」と書いてあるけれども、輸出業者をつ

くるなんてとんでもない話、業者が出ていける

話かな。それから、産地で取り組むなんて、私

は、東諸県を見ているけれども、そんな話じゃ

ないよねって。今の農家の人たちは、自分のを

生産するのに精いっぱいで、個人に売るのしか

やらんぐらいだから。

私は、もうちょっとこういうのは目先を変え

て、要は輸出業者、そこに販促費とかをやった

りして拡大するとか。だから話は、知事がイタ

リアに行ってきました、行ってきましたとか、

ああいうのはあんまり打ち上げ過ぎるわ

け。2,000万円使って出るのはいいんですよ。じゃ

あ、どれだけ出るかって、それは、費用対効果っ

て、そんなにすぐは出らん。だから、知事が言っ

ている一歩一歩進めて、あんまり打ち上げ過ぎ

ると、数字を見ると何だという話になるし、だ

から、そういうルートというか。

それと、私は、肉も全体を見ていると、今、

宮崎県の屠殺頭数がことしは減っているわけ。

去年はここまであったときは、ことしはここに

来ている。じゃあ、何のために輸出するのかと

いう話になるわけ。国内でまずさばき切れんか

ら、並行して海外に出るよという話で。何かく

どいけれども、県内で生産された成牛が、半分

は県外へ出ているというわけで、そういうこと

を直していかんと、海外戦略というのも、宮崎

県の経済波及効果を最終的に幾ら上げるかとい

う話だから。話を聞いて、ただ出すことに主眼

というか、軸足があって、地元の農業としての

経済波及効果がどうかというのは、やっぱり頭

に入れてやらんと。

これから、本当にこれだけ牛が、今は80万円

ぐらい。これが、あと２年たってくると、きの

う、成牛は125万円ぐらいだったけれども、こん

なもんじゃないんじゃないか。これだったら、

２年先が子牛が60万円ぐらいの話だったかなと

思って。

やっぱり販売方法の戦略を変えて、香港事務

所でも、所長が３年ぐらいしたらかわるやろう。

前に帰ってきた所長は、今、課はどこに行って

いますか。

○酒匂オールみやざき営業課長 前回に帰って

きました所長は、今は県産業振興機構で商品開

発から、そういった県内企業の海外展開も目指

した企業等のアドバイスに従事していただいて

おりまして、香港での経験を十分に生かしたア

ドバイスをしていただけているものと考えてお

ります。

○中野委員 いや、それで人事がつながらんわ

け、本当よ。まだ今回はそういう関係、次は、
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もうとんでもない部署に行ったりするわけです。

私はそんなことを考えると、いや、本当に業者

を育てんと、部長、これはだめよ。

だから、私に言わせると、いつもペーパーの

机上論ばっかり、書き方にしかならんけれども、

もうちょっと現状に即したやり方というのを考

えんと。

だから、きのうも言ったけれども、肉なんか

は今、海外は100億円よ。100億円のうち、宮崎

県は18億円でしょう。すると、国も、４年先に350

億円ぐらいって。だから、鹿児島がこれだけふ

えているというのは、流通、販売の方法のそこ

辺を調べんと、これは、今の方法じゃそんな、

本当、ＪＡ宮崎経済連が取り扱うぐらいで、ぜ

ひ、もうちょっとここ辺に、県内の小さい輸出

業者でもいいから、実態は、実際にいろいろお

るわけです。前は、中国の人がそういうのをやっ

たりしていた店があったけれども、私は、ああ

いうところなんかも参考に使うべきだと思うん

だけれども、そういう関連業者をしっかり、やっ

ぱり流通をもうちょっと勉強しないと。ぜひお

願いします。

○蓬原委員 ちょっと似たような話なんですけ

れども、要は行政がそういう環境をつくって、

あとは民間がそうやってどんどん輸出できるよ

うにしていく。それが、最終的には宮崎県内の

生産を盛んにして、その生産者に経済的な効果

が及ぶと、目的はそこだろうと思うんです。県

内の生産をいかに盛り上げていくかということ

だろうと思うんですけれども。

ブルネイがここに書いてあります。民間の取

り組みの、進取の気性というか、県民性もある

のかもしれないけれども、この前、先月、ブル

ネイの産業大臣が見えるということで、たまた

ま我々は面会を設定していただいて、これは、

ブルネイ国のハラール食の認証のセミナーをや

るということで、オールみやざき営業課からも、

それから農政水産部からも一緒に行っていただ

いて、そのセミナーを受けた後、大臣と面会を

して、その後、各県の企業の皆さんが、何とか

ハラール認証を将来受けたいということで、ハ

ラール食を開発して、展示しているんです。

今、鹿児島の話が出ていますけれども、残念

ながら、宮崎は企業がゼロ。鹿児島は、かなり

のコーナーをとって、あるいは指宿あたりの小

さなラーメンをつくっている企業が、女性がそ

こに１人で来ているんです。魚由来のだしをとっ

ている、豚肉はだめ、アルコールはだめとか、

保存食のこととかもいろいろありますけれども、

一生懸命そういうのを開発して、何とかブルネ

イ国の認証を受けたい。マレーシア関係はあっ

たんですけれども、これは、ブルネイの主催だっ

たのかな。

だから、そういうことでしたので、そういう

取り組みを見たときに、民間の、さっき進取の

気性と言いましたけれども、そのあたりの取り

組みが全然違うなと思って。鹿児島はかなりの

コーナーをとって、場所をとってやっていまし

たから、もうちょっと民間の皆さんへの、いろ

いろとセミナーとかをやっていただいて、火は

つけていただいているようですけれども、今、

中野委員がおっしゃったように、輸出業者のこ

とも含めて、民間への輸出に対する喚起という

か、育てるというか、そういうことが必要じゃ

ないかなということを痛感しながら、宮崎はゼ

ロでしたから、せめて何かチャレンジする企業

さんがあるといいなと思いながら帰ってきたと

ころでした。

○原ブランド・流通対策室長 今、委員がおっ

しゃられましたように、民間の取り組みが活性
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化する、動きが加速化するというのが、もちろ

ん一番大事なところだと思っておりまして、そ

ういう面で、他県に若干おくれておったという

ふうなのも反省だと思っております。

特に、ほかの県におきましては、ジェトロの

活用を非常にうまくやっておった関係もあって、

昨年度、宮崎にやっとジェトロができたという

ことで、ジェトロの活用をしたセミナーとかも、

積極的に今行っているところでございまして、

そういう意味で、相談件数も、かなり食品関係

は多いというふうに伺っております。

今後も、そういうふうなジェトロ等の情報網

とか、そういうふうな活用をした取り組みで、

民間の活性化を図っていきたいというふうに

思っております。

それから、先ほど、中野委員がおっしゃいま

した輸出業者関係の育成ですけれども、これは、

非常に大きなところだと思っております。輸出

を伸ばしていくために、個々のＪＡとかが直接

行うのは、伸ばしていく上では無理がある部分

があると思っておりますので、結局、商流・物

流等をうまく乗せていく必要がある上で、輸出

業者の活用というのは、非常に大事な部分だと

思っております。それも、他県の輸出業者じゃ

なくて、県内の業者を活用することによって、

県内にお金が落ちるというふうな流れになって

いくことが理想だと思っておりますので、そう

いうふうな面で頑張っていきたいと。

ただ、一つありますのが、ＪＡ宮崎経済連が

出資しました九州農水産物直販が、昨年度に設

立されて、そういうふうなところで、宮崎の農

産物を、そこを活用した流れというのも、一つ

非常に活用していかなければならないのかなと

いうふうに思っておりますので、いろいろな意

味を含めて、そういうふうな連携を図っていけ

たらというふうに思っているところでございま

す。

○中野委員 今、一つはハラール認証。宮崎県

は、民間が少ないから、それは仕方ないって。

鹿児島は、民間でばかばかとったりしている。

だから、その分は、そこ辺は行政がしっかり屠

畜場でとらんと仕方ないですよね。

だから、部長も、前に私がそんなことを言っ

たときに、「いや、それはおもしろい」とか言っ

たよね。やっぱり企業よ。一つ一つでいいから

持ってこないと、今の流通関係では、絶対なら

んよ。

それから、さっきも出たけれども、ジェトロ

なんて、海外に行っても、みんなが、各県が行

くわけで、ジェトロも、今はわからんけれども、

一件一件、ただ全体的な資料とか情報をくれる

だけで、売り先までは探してくれないでしょう。

あなた方は、福岡の新しくできた、羽田さん

がつくったこれを今、それぞれにＪＡ単位が出

しているわけです。それをここに持ってくると

いったら、またワンクッション、それこそ手数

料がかかるような話で、これは、あそこも私は

難しいと思うよ。結局、２階建てにしたような

のを、各県がそれぞれ出して。

だから、そんなことよりか、まず、そういう

技術というか、とにかくくどいようだけれども、

やっぱり貿易業者を、小さいのでも。本当に、

私がちょっと言ったけれども、送ればいいだけ

の話。そんなところで送ってくれる。文章じゃ

なくて、ぜひ、実態に合わせたものを。

○酒匂オールみやざき営業課長 委員が御指摘

のとおり、県内企業が安心して輸出を図られて

いくためには、県内にそういったことを担える

業者がいるというのは大変心強いことですし、

我々としても必要性を感じております。
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その中で、例えばシンガポール等になります

と、今、現地百貨店に既に進出している企業が、

他の企業にも働きかけて商品を並べる、取り扱っ

ていくというような動きもございます。また、

台湾におきましても、同じような形で、商社的

な機能も担いながら、自社物件だけではなくて、

ほかの企業の商品も扱うというような動きもご

ざいます。そういった動きについても、しっか

りと我々も支援しながら、県内企業が安心して

輸出に取り組めるような環境を整えてまいりた

いと思っております。

また、ジェトロのお話がございました。最終

的には、やはりジェトロというところは、具体

的な商談のレベルまではなかなか行きづらいと

ころはございまして、先ほど言いました県内企

業はなかなかまだ輸出に目が向かない中で啓発

をやるという、一番レベルの低いところから、

例えば、輸出有望案件発掘プログラムというの

を持っておりまして、これは今、県内４企業が

対象になっておりますが、これにつきましては、

ジェトロの各部に専門家が、どんなふうに輸出

をしていけばいいかという戦略策定から契約締

結まで、一貫してサポートする体制などもとっ

ているところでございます。

また、私どもとしては、コーディネーターと

いうのを置いておりましたが、これまではアド

バイザーということで、アドバイスにとどめて

いたものを、具体的に相手方企業を紹介したり、

実際の契約の支援までする形でのコーディネー

ター等も置いておりまして、こういったものを

幅広く活用しながら、県内企業の輸出等に少し

でもつなげていければと思っているところでご

ざいます。

○中野委員 あのね、アドバイザーも、宮崎県

だけのアドバイザーじゃないやろう。ヨーロッ

パ、アメリカと、全国で何カ国かをかけ持ちし

ているわけ。彼らも、やっぱり各県からもらっ

て、逆に、報酬の多いところにちょっとでも実

績を上げんといかんようになると思う。私は、

使うんだったら、基本をちょっとで、あとは実

績主義、そういうことにしないと。ただ情報だ

けというのは簡単よ、インターネットで情報は

とれるんだから。そういう使い方をしないと、

ただ情報やらをやって、店を紹介しまして、じゃ

あ、何件１年間でとっていて、実績が出たかを、

そこをしっかり私は聞いていくから。そういう

ことでしっかり、置いただけじゃだめ。

○酒匂オールみやざき営業課長 委員が御指摘

のとおりだと思います。私どもが委嘱しており

ますのが、香港、シンガポール、ＥＵ、北米、

４カ所に置いておりまして、ジェトロのアドバ

イザーなんかも兼ねている方たちだったりする

もんですから、多分、ほかの県の委嘱も受けて

いると思います。

それで、我々としましては、各コーディネー

ターにしっかりと業務目標を与えております。

例えば香港であれば、成約件数10件、フェア等

での売り上げ金額を1,000万円以上ということで

契約しておりまして、実績を設定して、もし、

年度途中、契約期間中であっても、目標達成が

困難な場合には契約を解除しますよということ

も条項でうたっておりますので、しっかりとそ

ういった成果を求めながら活用していきたいと

考えているところでございます。

○図師委員 先ほどのブルネイの関係でなんで

すが、他県に先駆けて、まだ不毛のところにど

んどん入られていくのはいいことだと思うんで

すが、来年２月でしょうか、ブルネイの日本大

使館で県産品のプロモーションをされるという

ことなんですが、何をプロモーションされるん
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ですか。

○原ブランド・流通対策室長 今現在、ブルネ

イの日本国大使館のほうと調整しているんです

けれども、特にこの季節に本県が出せるかんき

つ類とか、あるいは加工品関係についても、商

工観光労働部のほうと今連携をとって、こうい

うふうなものができないかという提案をしてい

る途中でございます。

○図師委員 ハラール対応ではないのに、それ

をプロモーションして何か意味があるんですか。

○原ブランド・流通対策室長 委員がおっしゃ

られますように、ハラール対応が必要な国であ

ることは、十分理解はしておるんですけれども、

まず、ブルネイ自体が、人口は40万人ぐらいし

かいないということなんですけれども、まだ日

本食の輸出がほとんどされていないということ

もございまして、それの上に、ＧＤＰ関係の１

人当たりの所得関係も非常に高いということも

あって、有望な市場であることは確かであろう

というふうには思っているところでございます。

その中で、ハラール圏への物流・商流が、ま

だ直接ありませんので、まずはシンガポール等

を踏まえて出していけるような態勢をとりなが

ら、今後、ブルネイ等も見据えて動いていけた

らというふうに考えておりまして、その中で、

まずは宮崎の食文化を理解していただいて、宮

崎のものはいいなというふうな話を、ぜひまず

は売り込んで、その上で、今後やっていけたら

というふうに考えております。

それと、青果物につきましては、ハラール対

応が不要ですので、物流・商流がしっかりでき

れば出していけるというふうに考えております。

○図師委員 さきに言いましたが、他県に先駆

けてという姿勢は評価しますが、果たしてブル

ネイ国の市場経済をどう捉えた、どう評価され

た上で進出されようとしているのか。足がかり

という言葉がありましたが、そこから先はどう

いう戦略を持たれているのかはまだなのかもし

れませんが、そういうちゃんとした戦略での進

出をしていただければと思います。

続けて。去年の11月ですか、香港でユズの輸

出のテストをされてたり、今後もユズや米など

の商談、フォローアップをしていくということ

なんですが、実際に今、県内のユズは、東米良

のゆずの里さんにも行って、話を聞いてきたん

ですが、生産者が減っている、作付が減ってい

る、国内市場だけでもユズが足りていないとい

うような状況の中で、ここの海外展開を図ると

いうことは、生産者との連携がとれているのか

なという疑問もあるんですが、いかがでしょう

か。

○原ブランド・流通対策室長 おっしゃられる

ように、まず国内、それから海外、どのような

戦略を立てて販売を行っていくというのが、非

常に大切だとは思っているんですけれども、今、

ユズにつきましては、西米良のほうのものをテ

ストで出したところなんですけれども、その価

格とか、コストとか、品質とか、そういうふう

なものが、まず、向こうに受け入れられて、例

えば、生産者の所得向上につながるような、い

けるというふうなものであれば、そういうふう

な戦略も、今後、考えていけるんではないかと

いうことで、テスト輸出を行ったところでござ

います。

○図師委員 西米良のユズということですが、

そこが東米良のゆずの里さんに入っていて、そ

れが足りないという状況がある。こういうテス

トをされるのはいいんですよ。ただ、実際にそ

こが市場として、販路として成り立つとなった

ときに、ユズが足りない、今も足りない。ただ、
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そこの新たな市場ができたはいいが、今から作

付しても、ユズの実がなるのはその一、二年で

なるわけじゃないですから、そういう段階的な

展開、戦略というのが必要だなと思います。

もう一つ。海外の調査に我々が行かせてもらっ

たときに、本格的な話ではなかったんですが、

香港の貿易発展局の局長さんから、「これから一

緒に手を組んで、ドイツ進出をしましょう」と

か、「そこへの物流を今後一緒にやっていったら

どうですか」という話があったり、上海の国際

貿易促進委員会の方々は、「宮崎の存在はほとん

どわからない」と、九州ということについても、

日本の中では存在が薄いけれども、九州が一丸

となって、今後、物流とか、それは企業進出の

こともあったんですが、加工品の輸出にも「宮

崎単独では弱すぎますよ」というようなアドバ

イスをいただいてきたところなんですが、それ

らの我々の調査を踏まえて、香港とか上海に呼

応するような体制というのは、何かとれないも

のなんですか。

○原ブランド・流通対策室長 委員がおっしゃ

りますように、今後伸ばしていくためには、各

県等の連携とか、オールジャパンでの取り組み

とか、そういうふうなものが非常に大切だと思っ

ています。

特に、私どもの宮崎県の農産物を取り扱って

いただいている輸出業者からも、もっと売って

いくためには、日本の食文化のアピールとか、

よさとか、そういうふうなものを国なり県なり、

そういうふうなところにはぜひ行っていただき

たいと。その上で、自分たちは実際に売り方を

伸ばしていくことができるんだというふうな話

も聞いておりますので、今後、こういうふうな、

先ほどの資料の中でもお示ししておりますけれ

ども、九州等で連携した取り組みを、今はまず

フェアから始めておりますけれども、今後、そ

ういうふうな周年体制で売っていけるような形

がとれないかとか、そういうふうなのは今後も

十分に各県と連携をとって、検討を進めていき

たいというふうに考えております。

○図師委員 最後に。香港の貿易発展局長さん

のお話なんか、私は、すごく魅力を感じたとい

うか、夢があるなと思いました。他県を追従す

る形ではなくて、そういう一つの会話とか、話

し合いのきっかけをつかんで、捕らまえて、ど

んどん新たな販路を拡大されるということはい

いかと思いますので、今までの戦略プラスアル

ファをまた今後期待いたします。

○中野副委員長 二、三お尋ねします。

都農につくります今度の県内食肉の工場は、

全世界に輸出できる施設としてつくられるんで

すか。

○坊薗畜産振興課長 全世界ということを視野

に入れたいんですけれども、牛肉を輸出する場

合には、相手国の政府と日本の政府との間で、

いろんな衛生条件とかの協議が必要になります。

その協議の結果、認められたところに輸出がで

きるようになりますので、条件としては、かな

り衛生条件の高いものをつくろうとしておりま

すけれども、実際にどこに輸出できるかは、今

後、政府間の協議の後、相手方の国から認定を

受けるという作業が必要になります。

○中野副委員長 少なくともＥＵに対しては、

輸出ができる施設になるんですか。

○坊薗畜産振興課長 施設の内容としては、Ｅ

Ｕも輸出ができる内容にしたいというふうに考

えております。

○中野副委員長 先ほどから話が出ております

が、イスラム圏とかいろいろありますよね。さっ

き、ブルネイの話がありましたが、今度行くん
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ですけれども、インドネシアなんかは、近く人

口が３億人を超えるんだってね。そういう大き

な人口のあるところがあるし、タイなんかは日

本企業がかなり出ていますから、そういうとこ

ろも早目にターゲットにしていってやってほし

いなと思いますので、その点をよろしくお願い

します。

それから、熊本以北は、主要産物はミカンが

多いですよね。宮崎県内も、さっきキンカンの

話も出ておりましたが、ヒュウガナツほか一般

のミカンがたくさんあると思うんですが、前に

ニュースで見たんですが、ミカンは八代に集中

して、あそこから輸出するという話を聞きまし

たが、そういうふうな何かに加盟しないとでき

ないんですか。宮崎県も、そういうところに加

盟しているんですか。どこから輸出をされよう

としているわけですか。

○甲斐農産園芸課長 ミカンにつきましても、

宮崎からは幾らか輸出しているんですけれども、

それは、ごくわずかな量でありまして、済みま

せん、副委員長がおっしゃったことは、私ども

はちょっと感知しておりませんで、そこはまた

調べておきたいと思いますが、今は通常のルー

トしかないというふうに考えております。

○中野副委員長 熊本以北が、非常にミカンが

多かったもんだから、まとまって何かをされて

いるかなという気がしましたので、勘違いか情

報不足か知りませんが、注意はしておいていた

だきたいと思います。

それから、さっきから輸出のいろんな方法論

等がありましたが、私は、きょうは農畜産物を

中心にした話ですので、結果的には農家の所得

が上がるような輸出ということを第一目におい

て取り組んでほしいなと思います。輸出がどん

どん心地よく、皆さんが努力していけば、もう

うまみ取りで、企業がぽんと乗り込んできて、

ぱっとやる。企業が、輸出業の農場をつくって

やると。そういうときは、もうかならずそうな

ると思いますから、あくまでも今の一生懸命に

頑張っている農家に反映するように、農家の所

得が向上できるようなということも主眼に置い

た取り組みをやってほしいなということは、要

望しておきたいと思います。

○酒匂オールみやざき営業課長 大変済みませ

ん、発言の訂正を１件だけお願いいたします。

先ほど、ヤマト運輸との協定の中で、ＡＮＡ

Ｃａｒｇｏと県の３者と申し上げましたが、

それに宮崎銀行も加わっておりまして、商流の

面でのサポートをするということで、４者での

協定でございます。訂正をさせていただきます。

○田口委員長 わかりました。宮崎銀行が入る

ということですね。

ほかにございませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 では、ないようですので、これ

で終了いたします。

執行部の皆さんは、御退席いただいて結構で

す。どうもありがとうございました。お疲れさ

までした。

暫時休憩いたします。

午前11時24分休憩

午前11時25分再開

○田口委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

協議事項（１）の提言についてであります。

当委員会では、これまで海外調査、海外展開

企業等との意見交換、県当局からの説明を受け

ての質疑等を行ってまいりました。

これまでの委員会活動の経過につきましては、

平成28年12月９日（金曜日）



- 21 -

平成28年12月９日（金曜日）

お手元に配付のＡ３版の資料のとおりでありま

す。

これを踏まえた上で、報告書に盛り込む提言

などにつきまして、調査項目に沿って御意見な

どをいただきたいと存じます。

まずは、インバウンド対策について御意見を

伺いたいと思います。

このことについては、主に第５回委員会の中

で、表に記載のような御意見が出たところです。

これまでの委員会における御発言を踏まえ、

報告書に盛り込む提言などについて御意見はご

ざいませんか。

○中野委員 ちょっと批判じゃないけれども、

九州が一体となってという話があんまり、性急

過ぎるかなと思うんだけれども、どうですか。

入れるのはいいですよ、実態を考えた場合です

よ。

○田口委員長 今のは、九州が一つになってじゃ

なくて、あんまりそれは一体としては取り組ま

ないほうがいいという意味ですか。

○中野委員 まあ、いいけれども、実態はそう

いうことができるとかなって。

○田口委員長 さっき、執行部からの説明では、

九州フェアとか、いろんなのはやってはおりま

したけれどもね。

○中野委員 まあ、そういうのはやっていたね。

ああ、そういうのはいいです。

○田口委員長 特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 よろしいですか。特に御意見も

ないようですので、正副委員長で協議の上、整

理させていただきたいと思いますが、よろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 次に、アジアとの交流促進につ

いて御意見をいただきたいと思います。

このことにつきましては、主に第６回委員会

の中で、表に記載のような御意見が出たところ

です。

これまでの委員会における御発言等を踏まえ、

報告書に盛り込む提言などについて、御意見は

ございませんか。

ちょっと休憩します。

午前11時29分休憩

午前11時29分再開

○田口委員長 委員会を再開いたします。

特に御意見もないようですので、正副委員長

で協議の上、整理させていただきたいと思いま

す。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それでは、次に輸出拡大に向け

た取り組みについて、御意見をいただきたいと

思います。

このことにつきましては、主に第２回委員会

の中で、表に記載のような御意見が出たところ

のほか、第３回及び第４回委員会の意見交換に

おいて、貿易関連団体等から御意見をいただき

ました。

これまでの委員会における御発言等を踏まえ、

報告書に盛り込む提言などについて、御意見は

ございませんか。

○渡辺委員 私は、もちろん課題は山のように

各方面にあるかと思うんですけれども、物流は

日本から、より言えば宮崎からその現地まで持っ

ていくというシステムのところが、もちろん今

の段階で、ロットが小さいから苦労があるとい

うのは、常識的にみんながわかることなんです

けれども、県もいろいろ実験的にコンテナでつ

くって出してみたりとかいろいろやっているわ
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けですが、結果的にそこのところでコストがか

かりますとか、時間がかかりますというふうに

なっていって、全体の動きで見れば、国も積極

的に進めるように、さっきもちょっと話があり

ましたが、沖縄の物流拠点に、羽田経由でもロッ

トが小さければ、やるほうが実は効率的で速い

というような状況もでき上がりつつある、ロッ

トが小さいのはですね。

だから、そういうところも含めて、もう少し

流れのところの、もちろん現地で販路拡大をし

て、いっぱい買ってもらえるように、現地のお

客さんをふやしていくのももちろん大事ですけ

れども、加えてそこに持っていく環境の研究み

たいなことを、もうちょっと一生懸命にやらな

いとなかなか、お客がふえたらふえたでもまた

困るみたいな、そういうところに陥るような気

がしているので、その辺の認識をしていないと。

○田口委員長 休憩します。

午前11時30分休憩

午前11時35分再開

○田口委員長 では、委員会を再開いたします。

ただいまの渡辺委員の御意見も参考にしなが

ら、正副委員長で協議の上、整理をさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

最後に、本県の海外経済戦略について、御意

見をいただきたいと存じます。

このことについては、広く全般に及びますが、

例えば、第１回委員会の中で、表に記載のよう

な御意見が出たところであります。

これまでの委員会における御発言等を踏まえ、

報告書に盛り込む提言などについて、御意見は

ございませんか。

休憩します。

午前11時35分休憩

午前11時37分再開

○田口委員長 では、委員会を再開いたします。

正副委員長で協議の上、整理させていただき

たいと思いますので、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 ほかにないようでしたら、今ま

で御協議いただいた内容を含めて報告書骨子案

を作成し、次回の委員会時にお示ししたいと思

います。

次に、協議事項（２）の次回委員会について

であります。

次回委員会は、年が明けまして、閉会中の１

月27日金曜日の開催を予定しております。

次回委員会では、報告書骨子案について御協

議いただきたいと思います。広範囲に及びます

ので、十分にお時間をいただいて御協議いただ

きたく存じます。

次回の委員会について、何か御意見等がござ

いましたらお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 特にないようですので、先ほど

申し上げましたとおり、次回委員会では、報告

書骨子案について御協議いただきたいと存じま

す。

最後になりますが、協議事項（３）のその他

で、委員の皆様から何かございませんでしょう

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 よろしいですか。それでは、次

回の委員会は、１月27日金曜日午前10時からを

予定しておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

平成28年12月９日（金曜日）
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以上をもちまして、本日の委員会を閉会いた

します。お疲れさまでした。

午前11時38分閉会

平成28年12月９日（金曜日）


